
令和７年１０月吉日 
 

お客さま各位 
白河信用金庫 

 

「手形・小切手の電子化」に向けた対応について 

 

 平素より当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

政府・金融業界が連携して進める「手形・小切手の全面的な電子化」に向けた取組みに 

ついて、下記のとおりお知らせいたします。 

 今後もお客さまの利便性向上およびサービス向上に努めてまいりますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

記 

１．実施内容等 
内容 概要等 実施日 

当座預金の新規口

座開設受付の終了 
当座預金の新規口座開設を停止いたします。

決済用資金をお預入れいただく場合は「決済

用預金」または「普通預金」のご利用をお願

いいたします。 
なお、すでに当座預金口座をお持ちのお客さ

まは引き続きご利用可能です。 

令和７年１２月１日 

令和９年４月以降

を期日とする手

形・小切手の代金

取立受付の停止 

令和９年４月以降を期日とする手形等（先日

付小切手を含む）について、期日管理を行う

代金取立の受付を停止いたします。 
該当する手形・小切手をお持ちのお客さまに

つきましては、お取引店までご相談ください

ますようお願いいたします。 

令和７年１２月１日 

手形帳・小切手帳

新規発行受付終了 
当座預金口座をお持ちの全てのお客さまを対

象に、手形帳・小切手帳の新規発行受付を終

了します。 
令和８年４月１日（水）以降、手元に残った

約束手形・小切手は継続して利用可能です。 

令和８年３月３１日 

 
２．手形・小切手等に代わるサービスのご利用 
 当金庫では、手形・小切手に代わる決済サービスとして、電子記録債権（でんさい）

またはインターネットバンキング等のご利用をご案内しております。 
  ご不明な点は、最寄りの営業店にお問い合わせ願います。 

以上 
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